
○里庄町中小企業設備資金利子補給要綱 

平成８年４月１日要綱第１号 

改正 

平成19年３月29日告示第11号 

平成25年９月18日要綱第１号 

平成28年９月７日要綱第３号 

里庄町中小企業設備資金利子補給要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内中小企業の振興又は創業者の支援を図るため、設備（福利厚生

施設を含む。）の近代化、高度化又は新規導入を促進するために、必要な制度資金融資

を受けた者に対し、予算の範囲内において里庄町中小企業設備資金利子補給金（以下

「利子補給金」という。）を交付することを目的とする。 

２ 利子補給金の交付に関しては、里庄町補助金等交付規則（平成20年里庄町規則第６

号）に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。 

（利子補給の対象） 

第２条 利子補給の対象となる者は、中小企業基本法（昭和38年法律154号）第２条で規

定する中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 町内に事務所及び事業所を有している者又は町内で新たに創業しようとする者 

(２) 町税を完納している者 

(３) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）と関係があると認められる者でないも

の 

（利子補給の対象となる事業） 

第３条 利子補給の対象となる事業は、店舗、工場、作業場、倉庫等の新増築又は改善及

び機械器具の購入、改良等の設備資金とする。 

２ 前項の機械機具には、自動車は含まない。ただし、運送業等を営む者で、浅口商工会

（以下「商工会」という。）が認定したものについてはこの限りでない。 

（借入及び利子補給対象限度額） 

第４条 利子補給の対象となる制度融資の借入額は、融資決定額50万円以上1,000万円以

下とする。 

２ 1,000万円を超えるものについては、1,000万円を利子補給対象額とする。 

（対象金融機関） 

第５条 利子補給の対象となる借入金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商

工組合中央金庫及び商工会が斡旋した制度融資による設備資金を借り受けた金融機関と

する。 

（利子補給の額及び期間） 

第６条 利子補給の額は、金融機関の定める償還方法に基づき、毎年１月１日から同年12

月31日までの間に払い込む利子（延滞利子は除く。）のうち１パーセント相当額以内と

する。 

２ 利子補給期間は、利子払込開始月から３年以内とする。 

３ 他の利子補給制度を利用している者で、本要綱との間に利子補給の額又は期間に差が

ある場合は、その差額を補給する。 

（利子補給の交付申請） 

第７条 利子補給の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、里庄町中小



企業設備資金利子補給交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に該当年中

に支払った利子額が確認できる書類を添えて、商工会を経由し、融資を受けた年の翌年

１月末日までに町長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、商工会の意見書を添付する。 

（利子補給の交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適正であると認

めたときは、里庄町中小企業設備資金利子補給交付決定通知書（様式第２号）をもって

通知するものとする。 

（借入条件の変更） 

第９条 申請者は、金融機関において貸付条件が変更されたときは、速やかに里庄町中小

企業設備資金借入条件変更報告書（様式第３号）を、商工会を経由して町長に提出しな

ければならない。 

（利子補給金の請求） 

第10条 申請者が利子補給の請求をしようとするときは、里庄町中小企業設備資金利子補

給請求書（様式第４号）に当該年中に支払った利子額が確認できる書類（金融機関の利

子払込証明書等）を添えて、毎年２月末日までに商工会を経由して町長に提出するもの

とする。 

２ 町長は、前項の請求書を受理し適正であると認めたときは、３月末日までに交付する

ものとする。 

（利子補給の打切り等） 

第11条 町長は、申請者が次の各号の一に該当したときは、利子補給を打切り、その全部

又は一部の返還を命ずることができる。 

(１) この要綱に違反したとき。 

(２) 借入金を目的以外に使用したとき。 

(３) 町税の滞納があるとき。 

(４) その他不正の事実があるとき。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日以降借入分から適用する。 

附 則（平成19年告示第11号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年４月１日から適用する。 

附 則（平成25年９月18日要綱第１号） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月７日要綱第３号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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